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名 称 種 類 所 在 地
区 域

水 域 陸 域

河原津 第２種漁港 （変更後）
西条市

南防波堤基部中心（原点）から１４８度
２０分１００メートルの地点をイ点とし、
イ点から５８度２０分３００メートルの地点
（ロ点）に引いた線（イ線）、原点か
ら３２８度２０分３００メートルの地点をハ
点とし、ハ点から５８度２０分３００メート
ルの地点（ニ点）に引いた線（ロ線）
、ロ点とニ点を結んだ線及び陸岸によ
り囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、ロ線、同欄
に規定するイ点から２３８度２０分２０メー
トルの地点（ホ点）に引いた線、ホ点
から３２８度２０分８１メートルの地点（へ
点）に引いた線、へ点から２３８度２０分
１４４メートルの地点（ト点）に引いた
線、ト点から３２８度２０分２３８メートル
の地点（チ点）に引いた線、チ点から
５８度２０分１４４メートルの地点（リ点）
に引いた線、リ点から３２８度２０分８１メ
ートルの地点（ヌ点）に引いた線、ヌ
点から水域の欄に規定するハ点に引い
た線及び水際線により囲まれた地域
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